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群
馬
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

群
馬
県
知
事 

山 

本 

一 

太 
 

 

群
馬
県
規
則
第
四
十
二
号 

 
 
 

群
馬
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

群
馬
県
事
務
委
任
規
則
（
昭
和
四
十
三
年
群
馬
県
規
則
第
七
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。 

 

別
表
第
一
中
七
の
項
を
削
り
、
八
の
項
を
七
の
項
と
し
、
九
の
項
か
ら
二
十
一
の
項
ま
で
を
八
の

項
か
ら
二
十
の
項
ま
で
と
す
る
。 

 

別
表
第
二
第
一
号
の
表
一
の
部
中
「
群
馬
県
収
入
証
紙
条
例
」
の
下
に
「
（
昭
和
四
十
一
年
群
馬

県
条
例
第
六
号
）
」
を
加
え
る
。 

 

別
表
第
二
第
二
号
の
表
二
の
部
中
七
の
項
を
八
の
項
と
し
、
六
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

      

別
表
第
二
第
二
号
の
表
三
の
部
四
の
項
中
「
第
八
条
」
を
「
第
十
四
条
」
に
改
め
、
同
項
を
同
部

七
の
項
と
し
、
同
部
三
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

          

別
表
第
二
第
二
号
の
表
四
の
部
六
の
項
中
「
第
七
条
第
二
項
」
を
「
第
八
条
第
二
項
」
に
改
め
、

同
項
を
同
部
七
の
項
と
し
、
同
部
五
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

     

別
表
第
二
第
二
号
の
表
四
の
部
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

  

  

別
表
第
二
第
二
号
の
表
六
の
部
四
の
項
中
「
第
六
条
第
二
項
」
を
「
第
七
条
第
二
項
」
に
改
め
、

同
項
を
同
部
七
の
項
と
し
、
同
部
三
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

          

別
表
第
二
第
二
号
の
表
八
の
部
中
八
の
項
を
十
の
項
と
し
、
七
の
項
を
九
の
項
と
し
、
六
の
項
を

八
の
項
と
し
、
五
の
項
を
六
の
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

     

別
表
第
二
第
二
号
の
表
八
の
部
四
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

      

別
表
第
二
第
三
号
の
表
六
の
部
を
削
る
。 

 

別
表
第
二
第
四
号
の
表
十
の
部
中
九
の
項
を
十
二
の
項
と
し
、
八
の
項
を
十
一
の
項
と
し
、
七
の

項
を
十
の
項
と
し
、
六
の
項
を
八
の
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

       
別
表
第
二
第
四
号
の
表
十
の
部
中
五
の
項
を
六
の
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

      

別
表
第
二
第
四
号
の
表
十
の
部
四
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

■ 

規 
 

則 

七 

第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
使
用
料
の
全

部
又
は
一
部
を
免
除
す
る
場
合
等
の
決
定 

近
代
美
術
館
長

及
び
館
林
美
術

館
長 

 

六 

第
十
条
の
規
定
に
よ
る
有
料
施
設
の
使
用
の

制
限
若
し
く
は
停
止
又
は
承
認
の
取
消
し 

五 

第
八
条
の
規
定
に
よ
る
有
料
施
設
の
使
用
の

承
認 

四 

第
七
条
の
規
定
に
よ
り
有
料
施
設
を
使
用
さ

せ
る
こ
と
。 

歴
史
博
物
館
長 

歴
史
博
物
館
長 

歴
史
博
物
館
長 

 

六 

第
七
条
の
規
定
に
よ
る
有
料
施
設
の
使
用
の

承
認 

歴
史
博
物
館
長 

 

八 

第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
使
用
料
の
全

部
又
は
一
部
を
免
除
す
る
場
合
等
の
決
定 

歴
史
博
物
館
長 

 

八 

第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
使
用
料
の
全

部
又
は
一
部
を
免
除
す
る
場
合
等
の
決
定 

歴
史
博
物
館
長 

 

六 

第
七
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
施
設

の
使
用
料
の
免
除
の
額
の
決
定 

五 

第
六
条
の
規
定
に
よ
る
食
堂
及
び
物
品
販
売

所
の
使
用
に
関
す
る
事
項
の
決
定 

四 

第
五
条
の
規
定
に
よ
る
施
設
の
使
用
の
承
認 

自
然
史
博
物
館

長 自
然
史
博
物
館

長 自
然
史
博
物
館

長 

 

七 

第
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
使
用

料
の
免
除
の
額
の
決
定 

土
屋
文
明
記
念

文
学
館
長 

 

五 

第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
喫
茶
室
及
び

物
品
販
売
所
の
使
用
の
承
認
に
つ
い
て
定
め
る

こ
と
。 

土
屋
文
明
記
念

文
学
館
長 

 

九 

第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
オ
ン
ラ
イ
ン

診
療
受
診
施
設
に
係
る
廃
止
の
届
出
及
び
同
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
設
置
者
の
死
亡
又
は
失

踪
の
届
出
の
受
付 

保
健
福
祉
事
務

所
長 

 

七 
第
八
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
オ
ン
ラ

イ
ン
診
療
受
診
施
設
の
休
止
又
は
再
開
の
届
出

の
受
付 

保
健
福
祉
事
務

所
長 
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別
表
第
二
第
四
号
の
表
十
一
の
部
中
三
の
項
を
四
の
項
と
し
、
二
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。 

      

別
表
第
二
第
四
号
の
表
七
十
八
の
部
一
の
項
中
「
食
品
安
全
検
査
セ
ン
タ
ー
所
長
」
を
「
衛
生
環

境
研
究
所
長
」
に
改
め
、
同
部
二
の
項
中
「
及
び
食
品
安
全
検
査
セ
ン
タ
ー
所
長
」
を
削
り
、
同
表

七
十
九
の
部
中
「
群
馬
県
衛
生
環
境
研
究
所
及
び
群
馬
県
食
品
安
全
検
査
セ
ン
タ
ー
手
数
料
条
例
」

を
「
群
馬
県
衛
生
環
境
研
究
所
手
数
料
条
例
」
に
改
め
、
「
及
び
食
品
安
全
検
査
セ
ン
タ
ー
所
長
」

を
削
り
、
同
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

     

別
表
第
二
第
五
号
の
表
三
十
四
の
部
、
三
十
五
の
部
並
び
に
四
十
二
の
部
三
の
項
及
び
四
の
項
中

「
及
び
森
林
事
務
所
長
」
を
「
、
富
岡
森
林
事
務
所
長
及
び
桐
生
森
林
事
務
所
長
」
に
改
め
る
。 

 

別
表
第
二
第
七
号
の
表
四
の
部
一
の
項
中
「
及
び
東
毛
産
業
技
術
セ
ン
タ
ー
長
」
を
「
、
東
毛
産

業
技
術
セ
ン
タ
ー
長
及
び
繊
維
工
業
試
験
場
長
」
に
改
め
、
同
部
三
の
項
及
び
四
の
項
並
び
に
同
表

五
の
部
三
の
項
か
ら
七
の
項
ま
で
の
規
定
中
「
及
び
繊
維
工
業
試
験
場
長
」
を
削
る
。 

 

別
表
第
二
第
八
号
の
表
中
六
十
五
の
部
を
六
十
九
の
部
と
し
、
四
十
二
の
部
か
ら
六
十
四
の
部
ま

で
を
四
十
六
の
部
か
ら
六
十
八
の
部
ま
で
と
し
、
同
表
四
十
一
の
部
三
の
項
中
「
第
百
三
十
七
条
の

十
二
第
六
項
及
び
第
七
項
」
を
「
第
百
三
十
七
条
の
十
二
第
十
一
項
及
び
第
十
二
項
」
に
改
め
、
同

部
を
同
表
四
十
五
の
部
と
し
、
同
表
中
四
十
の
部
を
四
十
四
の
部
と
し
、
三
十
九
の
三
の
部
を
四
十

三
の
部
と
し
、
三
十
九
の
二
の
部
を
四
十
二
の
部
と
し
、
同
表
三
十
九
の
部
八
の
項
、
九
の
項
、
十

一
の
項
か
ら
十
五
の
項
ま
で
及
び
十
九
の
項
か
ら
二
十
三
の
項
ま
で
の
規
定
中
「
開
発
審
査
会
の
議

を
経
た
開
発
行
為
及
び
」
を
削
り
、
同
部
を
同
表
四
十
一
の
部
と
し
、
同
表
中
三
十
八
の
部
を
四
十

の
部
と
し
、
二
十
の
部
か
ら
三
十
七
の
部
ま
で
を
二
十
二
の
部
か
ら
三
十
九
の
部
ま
で
と
し
、
同
表

十
九
の
部
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

      

 
 

                                       

五 

第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
オ
ン
ラ
イ
ン

診
療
受
診
施
設
の
設
置
の
届
出
の
受
付 

保
健
福
祉
事
務

所
長 

 

三 

第
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
オ
ン
ラ
イ
ン

診
療
受
診
施
設
の
設
置
者
か
ら
の
変
更
の
届
出

の
受
付 

保
健
福
祉
事
務

所
長 

 

九
十
二 

そ
の
他 

群
馬
県
立
し
ろ
が
ね
学
園
へ
の
入
所
申
込
者
と
の

利
用
契
約
の
締
結 

し
ろ
が
ね
学
園

長 

 

二
十 

特
定
都
市

河
川
浸
水
被
害

対
策
法
（
平
成

十
五
年
法
律
第

七
十
七
号
） 

三 

第
三
十
五
条
（
第
三
十
七
条
第
四
項
及
び
第

三
十
九
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
雨
水
浸
透
阻
害
行
為

に
つ
い
て
の
国
又
は
地
方
公
共
団
体
と
の
協
議 

二 

第
三
十
四
条
（
第
三
十
七
条
第
四
項
及
び
第

三
十
九
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
雨
水
浸
透
阻
害
行
為

に
伴
う
流
出
雨
水
量
の
増
加
を
抑
制
す
る
た
め

に
必
要
な
条
件
の
付
与 

一 

第
三
十
条
の
規
定
に
よ
る
雨
水
浸
透
阻
害
行

為
の
許
可 

前
橋
等
土
木
事

務
所
長 

前
橋
等
土
木
事

務
所
長 

前
橋
等
土
木
事

務
所
長 

河
川
浸
水
被
害

対
策
法
（
平
成

十
五
年
法
律
第

七
十
七
号
） 

十
五 
第
四
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
浸
水

被
害
の
防
止
を
図
る
た
め
の
措
置
の
実
施
及
び

公
告 

十
四 

第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
雨
水

浸
透
阻
害
行
為
又
は
雨
水
貯
留
浸
透
施
設
の
機

能
を
阻
害
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
行
為
の
許
可
の

取
消
し
及
び
許
可
に
付
し
た
条
件
の
変
更
並
び

に
工
事
そ
の
他
の
行
為
に
つ
い
て
の
停
止
命
令

及
び
措
置
命
令 

十
三 

第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
雨
水

貯
留
浸
透
施
設
の
機
能
を
阻
害
す
る
お
そ
れ
の

あ
る
行
為
の
許
可 

十
二 

第
三
十
八
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
損
失

の
補
償
に
つ
い
て
の
協
議 

十
一 

第
三
十
八
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
同
条

第
三
項
に
規
定
す
る
行
為
に
よ
り
損
失
を
受
け

た
者
に
対
す
る
通
常
生
ず
べ
き
損
失
の
補
償 

十 

第
三
十
八
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
雨
水
貯

留
浸
透
施
設
の
標
識
の
移
転
等
の
承
諾 

九 

第
三
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
雨
水
貯

留
浸
透
施
設
の
標
識
の
設
置 

八 

第
三
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
雨
水
浸

透
阻
害
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
の
検
査 

七 

第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
雨
水
浸

透
阻
害
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
又
は
廃
止

の
届
出
の
受
付 

六 

第
三
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
雨
水
浸

透
阻
害
行
為
の
軽
微
な
変
更
の
届
出
の
受
付 

五 

第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
雨
水
浸

透
阻
害
行
為
の
変
更
の
許
可 

四 

第
三
十
六
条
第
二
項
（
第
三
十
七
条
第
四
項

及
び
第
三
十
九
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
雨
水
浸
透
阻

害
行
為
の
許
可
又
は
不
許
可
の
通
知 

三 

第
三
十
五
条
（
第
三
十
七
条
第
四
項
及
び
第

三
十
九
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
雨
水
浸
透
阻
害
行
為

に
つ
い
て
の
国
又
は
地
方
公
共
団
体
と
の
協
議 

二 

第
三
十
四
条
（
第
三
十
七
条
第
四
項
及
び
第

三
十
九
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
雨
水
浸
透
阻
害
行
為

に
伴
う
流
出
雨
水
量
の
増
加
を
抑
制
す
る
た
め

に
必
要
な
条
件
の
付
与 

為
の
許
可 

前
橋
等
土
木
事

務
所
長 

前
橋
等
土
木
事

務
所
長 

前
橋
等
土
木
事

務
所
長 

前
橋
等
土
木
事

務
所
長 

前
橋
等
土
木
事

務
所
長 

前
橋
等
土
木
事

務
所
長 

前
橋
等
土
木
事

務
所
長 

前
橋
等
土
木
事

務
所
長 

前
橋
等
土
木
事

務
所
長 

前
橋
等
土
木
事

務
所
長 

前
橋
等
土
木
事

務
所
長 

前
橋
等
土
木
事

務
所
長 

前
橋
等
土
木
事

務
所
長 

前
橋
等
土
木
事

務
所
長 

務
所
長 



 令和８年３月３１日（火）            群 馬 県 報             号 外 （第８号） 

 

4 

 
 

                     

別
表
第
八
の
二
十
二
の
項
中
「
種
別
割
に
つ
い
て
」
を
削
り
、
同
表
注
第
四
号
中
「
及
び
」
を

「
、
」
に
改
め
、
「
（
昭
和
四
十
七
年
群
馬
県
条
例
第
十
三
号
）
」
の
下
に
「
及
び
群
馬
県
地
方
活

力
向
上
地
域
に
お
け
る
県
税
の
課
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
七
年
群
馬
県
条
例
第
七
十

五
号
）
」
を
加
え
る
。 

 

別
表
第
九
注
中
「
森
林
係
長
又
は
林
業
政
策
係
長
」
を
「
総
務
森
林
係
長
又
は
地
域
林
業
支
援
係

長
」
に
改
め
る
。 

 

別
表
第
十
の
四
十
七
の
項
中
「
収
納
」
の
下
に
「
（
地
域
機
関
等
、
警
察
本
部
及
び
警
察
署
に
お

い
て
行
う
も
の
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
表
四
十
八
の
項
中
「
収
納
」
の
下
に
「
（
教
育
委
員
会

事
務
局
管
理
課
に
お
い
て
行
う
も
の
に
限
る
。
）
」
を
加
え
、
同
表
五
十
七
の
項
中
「
保
管
」
の
下

に
「
並
び
に
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
に
よ
る
手
数
料
等
の
収
納
」
を
加
え
る
。 

 

別
表
第
十
一
の
二
十
一
の
項
中
「
文
化
財
保
護
課
」
を
「
文
化
遺
産
課
」
に
改
め
、
同
表
中
六
十

六
の
項
を
七
十
の
項
と
し
、
四
十
三
の
項
か
ら
六
十
五
の
項
ま
で
を
四
十
七
の
項
か
ら
六
十
九
の
項

ま
で
と
し
、
四
十
二
の
項
を
四
十
四
の
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

      

 
 

   

別
表
第
十
一
中
四
十
一
の
項
を
四
十
三
の
項
と
し
、
三
十
四
の
項
か
ら
四
十
の
項
ま
で
を
三
十
六

の
項
か
ら
四
十
二
の
項
ま
で
と
し
、
同
表
三
十
三
の
項
中
「
行
政
代
執
行
」
の
下
に
「
並
び
に
群
馬

県
土
砂
等
に
よ
る
埋
立
て
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
に
基
づ
き
命
じ
た
措
置
に
対
す
る
行
政
代
執 

行
」
を
加
え
、
同
項
を
同
表
三
十
五
の
項
と
し
、
同
表
中
三
十
二
の
項
を
三
十
三
の
項
と
し
、
同
項

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

      

別
表
第
十
一
中
三
十
一
の
項
を
三
十
二
の
項
と
し
、
二
十
二
の
項
か
ら
三
十
の
項
ま
で
を
二
十
三

の
項
か
ら
三
十
一
の
項
ま
で
と
し
、
二
十
一
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

       
 
 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

             

二
十
一 

群
馬
県

特
定
都
市
河
川

浸
水
被
害
対
策

法

施

行

細

則

（
令
和
五
年
群

馬
県
規
則
第
五

十
九
号
） 

二
十 

特
定
都
市

河
川
浸
水
被
害

対
策
法
（
平
成

十
五
年
法
律
第

七
十
七
号
） 

二 

第
九
条
の
規
定
に
よ
る
雨
水
浸
透
阻
害
行
為

に
関
す
る
工
事
の
検
査
済
証
の
交
付 

一 

第
五
条
の
規
定
に
よ
る
雨
水
浸
透
阻
害
行
為

に
関
す
る
工
事
の
着
手
の
届
出
の
受
付 

十
八 

第
四
十
三
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定

に
よ
る
報
告
若
し
く
は
資
料
の
提
出
の
要
求
又

は
必
要
な
助
言
若
し
く
は
勧
告 

十
七 

第
四
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
雨
水

浸
透
阻
害
行
為
に
係
る
土
地
へ
の
立
入
検
査
の

実
施 

十
六 

第
四
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
停
止

命
令
又
は
措
置
命
令
を
し
た
旨
の
公
示 

十
五 

第
四
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
浸
水

被
害
の
防
止
を
図
る
た
め
の
措
置
の
実
施
及
び

公
告 

十
四 

第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
雨
水

浸
透
阻
害
行
為
又
は
雨
水
貯
留
浸
透
施
設
の
機

能
を
阻
害
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
行
為
の
許
可
の

取
消
し
及
び
許
可
に
付
し
た
条
件
の
変
更
並
び

に
工
事
そ
の
他
の
行
為
に
つ
い
て
の
停
止
命
令

及
び
措
置
命
令 

十
三 

第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
雨
水

貯
留
浸
透
施
設
の
機
能
を
阻
害
す
る
お
そ
れ
の

あ
る
行
為
の
許
可 

十
二 

第
三
十
八
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
損
失

の
補
償
に
つ
い
て
の
協
議 

十
一 

第
三
十
八
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
同
条

第
三
項
に
規
定
す
る
行
為
に
よ
り
損
失
を
受
け

た
者
に
対
す
る
通
常
生
ず
べ
き
損
失
の
補
償 

十 

第
三
十
八
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
雨
水
貯

留
浸
透
施
設
の
標
識
の
移
転
等
の
承
諾 

九 

第
三
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
雨
水
貯

留
浸
透
施
設
の
標
識
の
設
置 

八 

第
三
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
雨
水
浸

透
阻
害
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
の
検
査 

七 

第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
雨
水
浸

透
阻
害
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
又
は
廃
止

の
届
出
の
受
付 

六 

第
三
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
雨
水
浸

透
阻
害
行
為
の
軽
微
な
変
更
の
届
出
の
受
付 

五 

第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
雨
水
浸

透
阻
害
行
為
の
変
更
の
許
可 

四 

第
三
十
六
条
第
二
項
（
第
三
十
七
条
第
四
項

及
び
第
三
十
九
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
雨
水
浸
透
阻

害
行
為
の
許
可
又
は
不
許
可
の
通
知 

三 

第
三
十
五
条
（
第
三
十
七
条
第
四
項
及
び
第

三
十
九
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
雨
水
浸
透
阻
害
行
為

に
つ
い
て
の
国
又
は
地
方
公
共
団
体
と
の
協
議 

二 

第
三
十
四
条
（
第
三
十
七
条
第
四
項
及
び
第

三
十
九
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
雨
水
浸
透
阻
害
行
為

に
伴
う
流
出
雨
水
量
の
増
加
を
抑
制
す
る
た
め

に
必
要
な
条
件
の
付
与 

一 

第
三
十
条
の
規
定
に
よ
る
雨
水
浸
透
阻
害
行

為
の
許
可 

前
橋
等
土
木
事

務
所
長 

前
橋
等
土
木
事

務
所
長 

前
橋
等
土
木
事

務
所
長 

前
橋
等
土
木
事

務
所
長 

前
橋
等
土
木
事

務
所
長 

前
橋
等
土
木
事

務
所
長 

前
橋
等
土
木
事

務
所
長 

前
橋
等
土
木
事

務
所
長 

前
橋
等
土
木
事

務
所
長 

前
橋
等
土
木
事

務
所
長 

前
橋
等
土
木
事

務
所
長 

前
橋
等
土
木
事

務
所
長 

前
橋
等
土
木
事

務
所
長 

前
橋
等
土
木
事

務
所
長 

前
橋
等
土
木
事

務
所
長 

前
橋
等
土
木
事

務
所
長 

前
橋
等
土
木
事

務
所
長 

前
橋
等
土
木
事

務
所
長 

前
橋
等
土
木
事

務
所
長 

前
橋
等
土
木
事

務
所
長 

 

四
十
六 

群
馬
県
立
産
業
技
術
セ
ン

タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る

条
例
第
八
条
に
規
定
す
る
使
用
料

及
び
同
条
例
第
九
条
に
規
定
す
る

手
数
料
の
収
納 

四
十
五 

群
馬
県
計
量
検
定
所
手
数

料
条
例
第
二
条
に
規
定
す
る
手
数

料
の
収
納 

群
馬
産
業
技
術
セ
ン
タ

ー
の
出
納
員 

計
量
検
定
所
の
出
納
員 

群
馬
産
業
技
術
セ
ン

タ
ー
の
分
任
出
納
員 

計
量
検
定
所
の
分
任

出
納
員 

 

四
十
六 

群
馬
県
立
産
業
技
術
セ
ン

タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る

条
例
第
八
条
に
規
定
す
る
使
用
料

及
び
同
条
例
第
九
条
に
規
定
す
る

手
数
料
の
収
納 

四
十
五 

群
馬
県
計
量
検
定
所
手
数

料
条
例
第
二
条
に
規
定
す
る
手
数

料
の
収
納 

群
馬
産
業
技
術
セ
ン
タ

ー
の
出
納
員 

計
量
検
定
所
の
出
納
員 

群
馬
産
業
技
術
セ
ン

タ
ー
の
分
任
出
納
員 

計
量
検
定
所
の
分
任

出
納
員 

 

三
十
四 

群
馬
県
動
物
の
愛
護
及
び

管
理
に
関
す
る
条
例
第
十
八
条
第

一
項
に
規
定
す
る
手
数
料
の
収
納 

動
物
愛
護
セ
ン
タ
ー
の

出
納
員 

動
物
愛
護
セ
ン
タ
ー

の
分
任
出
納
員 

 

二
十
二 

群
馬
県
立
土
屋
文
明
記
念

文
学
館
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す

る
条
例
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す

る
観
覧
料
の
収
納 

土
屋
文
明
記
念
文
学
館

の
出
納
員 

土
屋
文
明
記
念
文
学

館
の
分
任
出
納
員 
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